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【国際特許分類】
   Ｆ０１Ｄ   9/02     (2006.01)
   Ｆ０２Ｃ   7/18     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ０１Ｄ   9/02    １０２　
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【手続補正書】
【提出日】平成25年9月12日(2013.9.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
タービンノズルであって、
（ａ）中空の翼形部形タービンベーンと、
（ｂ）前記タービンベーンに隣接する流路面と、対向する背面（１０４）とを含む、前記
タービンベーンの第１の端部に設けられた弓形の第１のバンド（１８）と
を含み、
前記背面（１０４）は、少なくとも１つの開放ポケットを含み、
前記少なくとも１つの開放ポケットは、前記前記背面から凹状にされた底壁（６６）によ
り部分的に定められ、該底壁（６６）の対向する端部が裏面と併合され、ここで前記ポケ
ットが所定の流れ方向で流体流に露出され、
前記タービンノズルは、
（ｄ）前記底壁（６６）に設けられた複数のタービュレータ（１００）
をさらに備え、
前記各タービュレータ（１００）が、
（ｉ）前記流れ方向にほぼ面する直立前面（１０２）と、
（ｉｉ）前記前面（１０２）から前記ポケットの前記底壁（６６）に先細になったランプ
状形状を定める背面（１０４）と
を有する、
タービンノズル。
【請求項２】
前記タービュレータ（１００）が、前記底壁（６６）の上方のタービュレータ（１００）
のピーク高さの約８から１０倍の距離だけ流れ方向で互いに離間している、
請求項１に記載のタービンノズル。
【請求項３】
前記背面（１０４）の各々が、前記底壁（６６）と約２０°又はそれ未満の角度を形成す
る、
請求項１又は２に記載のタービンノズル。
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【請求項４】
前記背面（１０４）の各々が、前記底壁（６６）と約７°の角度を形成する、
請求項１又は２に記載のタービンノズル。
【請求項５】
前記各タービュレータ（１００）が、前記底壁（６６）の上方に約０．１８ｍｍ（０．０
０７インチ）から約０．６４ｍｍ（０．０２５インチ）のピーク高さを有する、
請求項１乃至４のいずれか１項に記載のタービンノズル。
【請求項６】
前記各タービュレータ（１００）の背面（１０４）が、下流側タービュレータ（１００）
の前面（１０２）の根元まで延びる、
請求項１乃至５のいずれか１項に記載のタービンノズル。
【請求項７】
前記底壁（６６）が、前記底壁（６６）と前記背面（１０４）との間に延びる対向する前
方及び後方壁により境界付けられる、
請求項１乃至６のいずれか１項に記載のタービンノズル。
【請求項８】
前記前方及び後方壁が、ほぼ平面で且つ互いに平行である、
請求項１乃至７のいずれか１項に記載のタービンノズル。
【請求項９】
前記第１のバンド（１８）から前記タービンベーンの対向する端部にて配置される弓状の
第２のバンドを更に備える、
請求項１乃至８のいずれか１項に記載のタービンノズル。
【請求項１０】
前記第１及び第２のバンド間に前記中空の翼形部形タービンベーンが複数配置される、
請求項１乃至９のいずれか１項に記載のタービンノズル。
【請求項１１】
前記底壁（６６）が、末端部分間に配置される中央部分を含み、前記末端部分の各々が、
前記背面（１０４）と前記底壁（６６）の中央部分との間にランプ部を形成する、
請求項１乃至１０のいずれか１項に記載のタービンノズル。
【請求項１２】
前記末端部分の各々が、前記背面（１０４）と約２０°又はそれ未満の角度を形成する、
請求項１１に記載のタービンノズル。
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